
第１１号議案

中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正

する規則

上記の議案を提出します。

令和５年（２０２３年）３月２４日

提出者 中野区教育委員会教育長 入野 貴美子

（提案理由）

期末手当の支給日等に係る規定を改めるとともに、地方公務員法の

改正による定年前再任用短時間勤務制の導入等に伴い、規定を整備す

る必要がある。



中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正

する規則

中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則（平成１２年中野

区教育委員会規則第１３号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第７号中「基準日が３月１日又は６月１日である場合

にあっては基準日以前３箇月間、基準日が１２月１日である場合にあ

っては」を削り、「６箇月」を「６か月」に改め、「これらの期間を」

を削る。

第５条第１項中「第１０号」の次に「及び第１１号」を加え、同項

中第１２号を第１３号とし、第１１号を第１２号とし、第１０号の次

に次の１号を加える。

⑾ 法第２６条の３第１項の規定により高齢者部分休業をしている

職員として在職した期間

第５条第４項中「第２８条の５第１項又は第２８条の６第２項に規

定する短時間勤務の職を占める」を「第２２条の４第１項又は第２２

条の５第１項の規定により採用された」に改め、同条第５項中「勤務

しない時間又は」を「勤務しない時間、法第２６条の３第１項に規定

する高齢者部分休業により勤務しない時間又は」に改める。

第１４条第１項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第

２号とする。

別表第１中備考以外の部分を次のように改める。

別表第１（第４条関係）

欠勤等日数 割合

２３日未満 １００分の１００

２３日以上３３日未満 １００分の９０

３３日以上４３日未満 １００分の８０



別表第１備考中「零」を「０」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 令和５年６月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後

の中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則（以下「改正後

の規則」という。）第２条第１項第７号の規定の適用について

は、同号中「６か月」とあるのは、「３か月」とする。

３ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附

則第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若しくは第３項の

規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項又は第２２条の

５第１項の規定により採用された職員とみなして、改正後の規則第

５条第４項の規定を適用する。

４ 令和５年６月に支給する期末手当に関する改正後の規則別表第１

の規定の適用については、同表中「２３日」とあるのは「１２日」

と、「３３日」とあるのは「１７日」と、「４３日」とあるのは

「２２日」と、「５３日」とあるのは「２７日」と、「６３日」と

あるのは「３２日」と、「８３日」とあるのは「４２日」と、「１

０３日」とあるのは「５２日」とする。

４３日以上５３日未満 １００分の７０

５３日以上６３日未満 １００分の６０

６３日以上８３日未満 １００分の５０

８３日以上１０３日未満 １００分の３０

１０３日以上 １００分の１０


